
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、18年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　３　身延町の（H14）指数は町合併前のため記載してない。

19.3

給与費 B/A

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

607,129 1,718,688

17年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

人 件 費 人 件 費 率 （参考）

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

別紙３

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（18年度末）

平成１9年度　身延町の給与・定員管理等について

実 質 収 支

　　　　　　Ｂ

区　　分

15.9

18年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円人　

10,829,085

職員数

18年度

職員手当

106,735222 833,774

16,278

千円

給　 料

人 千円

　　　　　　Ａ

（参考）類似団体平均

期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

千円 千円　　　　　千円
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（５）給与改定の状況
※身延町は人事委員会を設置していないので記載なし。

①月例給

　　　

②特別給

　　　

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　②技能労務職

歳 人 円 円 円 － － －

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 － － －

歳 人 円 円 円 － － －

歳 人 円 円 円 － － －

歳 人 円 円 円 － － －

歳 人 円 円 円 － － －

歳 人 円 円 円 － － －

調理師

4 229,600

39.9

用務員 53.9

平均給与月額
（国ベース）

山梨県

うち調理員

うち自動車運転手

うち用務員

区　分
公　務　員

52.4

- -

身延町 50.2 18 235,044

参　考

平均年齢 職員数 平均給料月額 Ａ／Ｂ
対応する民間
の類似職種 平均年齢

民　間
平均給与月額

（Ｂ）
平均給与月額

（Ａ）

－ 320,514 －

類似団体 47.3 15 285,599 310,912 300,185 －

国 48.8 5,193 287,094

361,019 －

- 1 -

49.0 265 343,573 384,037

－

－

うち電話交換手 - 1 - - -

1.06

うち作業員 - 2 - - -

239,750 239,750

－

－

50.9 10 233,590 237,305 237,170 0.81292,100

247,231 244,656

227,200

43.2 354,988

―

332,31943.4

420,257

387,240

区　　分

○年度 月 月

割合　　　　　　A

人事委員会の勧告

勧　告

（改定月数）支給月数　　　B A-B

円

（　　 　％）

月 月月

年間支給月数

（参考）

国　の　年　間

％％

384,665

383,541

較差

平均給与月額

公務員の

月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

平均給与月額区　　分 平 均 年 齢

％

351,209325,838 359,372

支　給　月　数

平均給料月額

（国ベース）

363,242

国 40.7

43.0身延町

山梨県

325,724

（改定率）A-B

勧　告 国　の　改　定　率給　与　改　定　率

（参考）

B

民間給与 較差

民間の支給

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   パイレス比較した平均給与月額である。

○年度 円

区　　分

A

人事委員会の勧告

公務員給与

円

類似団体
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－ － －

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成16～18年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

※２人以下の項目について、個人が特定されるものは公表しない。

　　③福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　④看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、1９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

－
うち自動車運転手 - － －

1.20

－

民間
（Ｄ）

Ｃ／Ｄ

330,909

340,572

371,167

4,006,600 0.98うち調理員

うち用務員

うち作業員

3,918,085

3,946,199

-

山梨県 374,315

329,014

平均給与月額

42.2

うち電話交換手 - －

参　考

身延町

平 均 年 齢区　　分

44.8

3,284,300

－

平均給料月額

413,453

335,557

（国ベース）

329,247身延町

（国ベース）

平均給料月額 平均給与月額平均給与月額

323,100

区　分 年収ベース（試算値）の比較

公務員
（Ｃ）

317,232

308,381

42.9

286,346

41.4 316,492

平 均 年 齢

36.0

37.3

40.4 303,808類似団体

国

328,777

316,333

322,476

320,534

349,649

―

平均給与月額

40.4

386,187

373,259国 ―

332,140

類似団体

区　　分

身延町

山梨県
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（2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

－ 円 －

円 － －

－ - －

円 - －

－ 円 －

－ － －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

－ － 円

－ － －

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）

（注）１　身延町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

172,200

158,800

大　学　卒

短　大　卒

４　　級 副主幹の職務

172,200

課長、局長、室長及び支所長並びに主
幹で町長が規則で定める職務

主査の職務

１　　級

区　　分

140,100

技能労務職

高　校　卒

137,200

一般行政職

身　延　町 国山　梨　県

357,500

区　　　　分

145,100

182,100

121,600 127,700

一般行政職 大　学　卒 263,200

高　校　卒

228,900

技能労務職

高　校　卒

217,500

329,500

３　　級

複雑困難な業務を掌る課長、局長、室
長及び支所長で町長が規則で定める
職務　会計管理者の職務

標準的な職務内容

２　　級

主事の職務

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

主任の職務

構成比

307,700

　　　　　　　　人

176,800

142,800

大　学　卒

140,100

高　校　卒

大　学　卒

高　校　卒

福　祉　職

中　学　卒

24.4

看護・保健職

区　　　　　分

262,600

10.5

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

18

職員数

５　　級

短　大　３　卒

20

高　校　卒

中　学　卒

　　　　　　　　％
６　　級

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

42

11.6

　　　　　　　　％

41

198,300

196,000

経験年数２０年経験年数１０年 経験年数１５年

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

13

38

7.6

　　　　　　　　％

23.8

22.1
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　 （注）平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
 　　統合）　　　　　

　（２）昇給への勤務成績の反映状況

地方公務員法に基づき、毎年１月１日を評定日として、全職員に対して勤務成績の評定を実施
しているが、現在、人事評価制度が試行中のため、勤務成績に応じての昇給は運用していない。

１級
7.6%

１級
8.5%

１級
4.3%

２級
22.1%

２級
23.2% ２級

19.9%

３級
23.8%

３級
22.0%

３級
14.6%

４級
24.4%

４級
22.6%

４級
11.4%

５級
10.5%

５級
11.3%

５級
16.8%

６級
11.6%

６級
12.4%

６級
15.1%

７級
11.4%

８級
6.5%
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（１8年度支給割合） （１8年度支給割合） （１8年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～２０％ ・役職加算　５～２０％

・管理職加算　１０～２５％ ・管理職加算　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

人事評価制度が、現在、試行中であるため、一律の支給割合で支給。

（2) 退職手当（１９年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（３％～３０％加算） ・定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

※身延町では地域手当の制度はありません。

（１９年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

―

―

―

支給対象職員数

―

―

―

―― ―

身　　　　　　　　　　　延　　　　　　　　　　　町

30.55

0.75

59.28

23.50

33.50

47.50

59.28

41.43

47.50

23.50

―

3.00

1.60

30.55

1.45

―

― ― ―

―

21,591

―

―

１人当たり平均支給額（１８年度） １人当たり平均支給額（１８年度）

身　　　　　延　　　　　町

1,540

1.60

3.00

1.60

1,819

1.45

0.75

3.00

0.75

1.45

59.28

59.28

41.43

支給実績（1８年度決算）

17,937

59.28

59.28

国

33.50

山　　　　　梨　　　　　県

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

―

――

国の制度（支給率）支給対象地域 支給率

国

―

― ―

6



(２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                  

　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。       

 (4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）

千円

　円

　％

種類

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

支給率

―

― ―

―

― ―

―

―

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ）

42,447

168

180

支給対象地域 国の制度（支給率）

行旅病人は日額１，５００円
行旅死亡人は日額３，０００円

日額８００円

身体に特に不健康及び
不快な特殊な性質を有
する動物の死骸の処理
業務

2

5,778

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ）

46,563

―

52

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

主な支給対象職員

行旅病人又は行旅死亡
人の処理作業業務

左記職員に対する支給単価

3.6職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）

手当の種類（手当数）

環境下水道課職員

主な支給対象業務

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 17 年 度 決 算 ）

― ―

手当の名称

―

支 給 実 績 （ 17 年 度 決 算 ）

――

―

福祉保健課職員
行旅病人及び死亡人処
理手当

支給実績（１８年度決算）

動物死骸処理手当
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（6) その他の手当（１９年４月１日現在）

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

６２２千円×在職月数×０．４２

５３６千円×在職月数×０．２５

算定基礎額の給料を抑制しているため、退職手当も減額となる

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

自動車等を使用する場合、
通勤距離に応じて月額2000
円～24500円を支給

異なる

借家で家賃12000円を超える
場合に限り、家賃の額に応じ
27000円限度に支給
持ち家の場合月額4000円

議 長

住居手当

―

536,000

同じ

給

料

収 入 役

市 区 町 村 長

同じ

　　（１８年度支給割合）

156,000

任期毎

１,２５４万円

６４３万円

174,000370,000

9,051

622,000

区 分 給 料 月 額 等

国は持ち家
月額２５００
円

691,000

564,000

350,000

3.35

218,000

　　（１８年度支給割合）

扶養手当
配偶者13000円
子等の扶養１人6000円等
特定扶養は5000円加算

（１８年度決算）
支給実績

異なる内容との異同
国の制度と

手　当　名 平均支給年額
支給職員１人当たり

221,716

千円9,022

65,279

80,913

29,063 千円

14,002 千円

千円

（参考）類似団体における最高／最低額

532,000860,000

431,008

任期毎

管理職手当

通勤手当

収 入 役

備　　　　考

内容及び支給単価

退
職
手
当

市 区 町 村 長

副市区町村長

課長相当職は給料月額
の８％（支給率）を支給

議 員

副 議 長

国は給料月
額の8％～
25％（支給
率）の範囲で
支給

420,000

副市区町村長

副 市 町 村 長

議 長

期
末
手
当

4.45

副 議 長

収 入 役

市 区 町 村 長

議 員

報

酬

174,000

156,000

異なる

国の制度

（１８年度決算）

― ―

218,000

476,000715,000
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）

保育所調理員の退職不補充

1

0

32

0

49

計

業務量増に伴う職員増

24625 36 1

平成１８年

商　　工

11 0

主 な 増 減 理 由

△２62

△２

対前年
増減数

1

人人 人

以上

0

△２13
△１

消防部門

一
般
行
政
部
門 衛　　生

教育部門

土　　木

農林水産

計

民　　生

総　　務

区　分

32歳

未満

～ ～

20歳

23歳 27歳

20歳 56歳 60歳52歳

～ ～

48歳

人 人

35歳

44歳36歳

～ ～

32

59歳55歳43歳 47歳 51歳

職員数
321

人 人

3 10

人

29

人

28歳 40歳

39歳

～

22

31歳

～ ～ ～

18

人 人 人

[           ］
△８246

[  ２７８  ］[  ２７８  ］
254

214

9

10

3

37 36

20 18

64

13

223

労　　働
11

職 員 数

3

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成１９年

＜参考＞

1

△７

51

15 16

合　　計

交　通
8

31

その他 13

24歳

小　計

病　院

下水道

水　道 10　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

小　計

普
通
会
計
部
門

議　　会

税　　務

土地対策課（地籍調査）スリム化

△２

県中部横断自動車用地事務所への派遣増

環境衛生担当スリム化と保健師の退職不補充

＜参考＞

101.36

88.33

博物館職員スリム化と用務員の退職不補充

131.47

172

15

67.88

165

△９

7 6 △１ 観光課（観光）スリム化

県への派遣終了と町自主放送事業縮小による減

＜参考＞

151.12

37

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構
成比

%（例）
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）身延町行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

７　公営企業職員の状況
※身延町では地方公営企業法を全部適用する公営企業に該当する事業はありませんので様式を省略します。

５年目

純減数 純減率

職員数

（参考）

計

１７年

数値目標

１８年～２２年

計画始期 ２年目 ３年目 ４年目

増 減

職員数

―

△７

44

　△２　（28.6％）

187 172

△ 15

165

△22　（104.8％）△ 7

―

51

0

20

49

△ 2

　　　　（　　％）

―

増 減

増 減

21

259

平成22年4月1日

230 29

平成17年4月1日

職員数

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日 ２９人の純減

計画期間

数値目標
始　期 終　期

一般行政

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

166

△２１

１８年

１年目

１９年 ２０年 ２１年 ２２年

教　育

消　防 職員数

職員数 51

増 減

等 会 計

職員数 259

公 営 企 業 職員数

計

増 減 1

31

10

32

△１３　（44.8％）

254

△ 5

246

△ 8 △ 29

― 230

　　　１１　（0.0％） △１

11.20

―
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